
人生100年時代、豊かなセカンドライフのために

“住まいの終活”はじめませんか？！

◇開催日時・会場◇

◇セミナー内容◇ （定員：５０名）

参加費
無料

●日 時：2024年３月９日（土）
13:00～15:00（12:30開場）

●会 場：ちより街テラス ３階 ちよテラホール （高知市知寄町２丁目1-37）
※無料駐車場あり

事前
予約制

●第１部 「人生100年時代を見据え、
我が家の終活について考えてみませんか」
講師：日本FP協会 高知支部 幹事 西岡 良 氏

（ファイナンシャルプランナー）

●第２部 「今日から始める！明日に役立つ！ 空き家のはなし」
講師：高知県住宅課空き家対策チーム 藤田 直

●第３部 「終活に活用できる60歳からの住宅ローン【リ・バース60】」
講師：住宅金融支援機構四国支店 職員

（経歴）大手上場企業、上場中堅企業、大学発ベンチャー
企業、地元企業の4社に勤務して営業や経営の経験を積む。
2012年に西岡良FP事務所を立ち上げ現在に至る。

◇同時開催◇ 「空き家よろず相談会」 12:30～16:00
個別ブースで専門家がお答えします。(裏面参照）

●お申込期限：2024年３月４日（月）まで
※事前予約制（空きがあれば当日でも受付可能です）

【主催】高知県・住宅金融支援機構四国支店 【後援】（一社）高知県中小建築業協会

※お申込方法は裏面参照

～高知県みんなの空き家セミナー～

高知県では今、「空き家」が大きな問題となっています。「空き家問題」は決して他人事ではなく、いつか誰も
が直面する可能性があります。人生100年時代といわれる中、豊かなセカンドライフを過ごすためにも、“我
が家の終活”について、一緒に考えてみませんか。



●場所 セミナー会場と同じ

●時間 12:30~16:00（各回1コマ30分）

●相談員 ファイナンシャルプランナー、住宅金融支援機構職員、

高知県空き家相談窓口相談員（司法書士、宅建士など）

●ご相談内容

①空き家の処分・活用方法について

②空き家に関する補助制度について

③資金計画・融資について など

◇空き家よろず相談会◇

◇セミナーおよび相談会お申込方法◇

住宅金融支援機構 四国支店

地域連携グループまで電話又はメールでお申し込みください。

電 話 087-825-0512(受付時間：平日 9:00～17:00）

メール shikoku-eigyo@jhf.go.jp

①氏名 ②連絡先③参加人数をお知らせください。

※相談会をご希望の場合は、あわせて相談内容もお知らせください。

(注）定員になり次第締切らせていただきます

＜＜個人情報の取扱いについて＞＞
セミナー及び相談会の申込受付時に取得する個人情報はそのご予約や当日受付にのみ利用

させていただきますとともに、厳正に管理します。また、他への利用、提供、委託をするこ
とはございません。

◇会場について◇
●会 場：ちより街テラス ３階 ちよテラホール

（高知市知寄町２丁目1-37）
※無料駐車場あり

・会場へのアクセスはこちらを
ご覧ください。


